
岐阜県立岐阜北高等学校同窓会（北斗会）会則 

第１章 総 則 

第１条  本会は岐阜県立岐阜北高等学校同窓会（北斗会）と称する。 

第２条  本会は事務局を岐阜県立岐阜北高等学校校内におく。 

第３条  本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与するを目的とする。 

第４条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 総会の開催 

（２） 名簿の発刊 

（３） その他本会の目的に必要な事業 

第２章  会 員     

第５条  本会は次の会員をもって構成する。 

   通 常 会 員 

岐阜県立岐阜北高等学校卒業生 

岐阜市立高等学校及び併設中学校卒業生 

岐阜市立中学校及び併設中学校卒業生 

岐阜市立高等女学校及び併設中学校卒業生 

岐阜市立長良実科高等女学校卒業生 

長良実科高等女学校卒業生 

岐阜市立農業学校卒業生 

かつて上記の学校に在籍した者 

特 別 会 員 

現在母校職員及び旧職員 

第６条  通常会員は一定の入会金を納入するものとする。 

第３章  機 関 

第７条  本会には次の機関をおく。 

総会 幹事会 常任幹事会 評議員会 

第８条  総会は年一回開催することを原則とし、会長が招集する。 

第９条  総会の附議事項は次の通りとする。 

（１） 会則の制定及び改廃 

（２） 予算の決定及び決算の承認 

（３） 会長・副会長・監査の選出及び解任 

（４） その他重要な事項 

第１０条 総会は出席者数を以て成立し、９条の第１項の事項を除き出席者の過半数で議決する。可否同数

の時は議長が決定する。 

第１１条  総会の議長はその都度出席会員により選出する。 

第１２条  幹事会は名誉幹事、評議員を除く役員を以て構成し、諸般の会務を審議する。 

第１３条  幹事会は会長が随時招集する。 

第１４条  常任幹事会は会長・副会長・常任幹事・会計監査を以て構成し、総会及び幹事会の議決に従い 

会務を執行する。 

第１５条  常任幹事会は会長が随時招集する。 

第１６条  評議員会は卒業年度別に設け、本会の会務を評議し、かつ本会の事業の推進にあたる。 

第１７条  評議員会は各卒業年度の幹事が随時招集する。 



第１８条  本会は幹事会の承認を得て支部を設けることができる。 

第４章  役 員 

第１９条  本会に次の役員をおく。 

名誉会長    １名 母校学校長とする。 

相 談 役     若干名 会長、副会長経験者の中から会長が委嘱する。 

会 長    １名 総会で会員中から選出する。 

副 会 長    若干名 総会で会員中から選出する。 

常任幹事    若干名 総会で会員の中から選出するほか、母校職員中から会長が委嘱する。 

名誉幹事    卒業後６０年経過した幹事を名誉幹事とする。 

幹 事    各卒業年度から２名を原則とし、常任幹事会で選出し、総会で報告する。 

評 議 員    各卒業年度の会員よりクラス毎に２名を選出するを原則とする。 

会 計    １名 常任幹事中の母校職員が兼任する。 

監 査    ３名 総会で会員中から選出する。 

第２０条  役員の任務は次の通りとする。 

名誉会長及び相談役は会長の要請に応じ各会議に出席する。 

会長は本会を代表して会務を統轄し、常任幹事会・幹事会議長となり、幹事の要請により評議

員会に出席する。 

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をする。 

常任幹事は会長・副会長を補佐し業務を処理する。 

名誉幹事は各卒業年度評議員会の議長となる。 

幹事は幹事会を組織し会務を審議すると共に、本会の運営にあたる。又各卒業年度評議会の議

長となる。 

評議員は各卒業年度評議員会を組織し、幹事の委任による事項を処理すると共に、クラス会の

中心となる。 

会計は経理を処理する。 

監査は業務及び会計の監査を行う。 

 

第２１条  役員の任期は名誉会長・母校職員である常任幹事・会計を除き３年とする。但し再選を妨げない。

役員は新役員決定までその任務を続ける。 

   第５章  顧  問 

第２２条  本会の発展に功労のあった会員を顧問として、幹事会の推薦により会長が委嘱することができる。 

第６章  財 政 

第２３条  本会の経費は入会金、年会費、事業収入、寄付金及び協賛金を以てあてる。 

第２４条  本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第７章  会則の改廃 

第２５条  この会則の改廃は総会において、出席会員の４分の３以上の多数で議決する。 

第８章  附 則 

第２６条  本会会則施行上必要な細則は別に定める。 

第２７条  この会則は昭和４５年１０月１２日から効力を発する。 

この会則は、平成２７年１１月３日から一部改正、施行する。 


